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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第１区分
【発行日】平成26年10月9日(2014.10.9)

【公表番号】特表2010-524832(P2010-524832A)
【公表日】平成22年7月22日(2010.7.22)
【年通号数】公開・登録公報2010-029
【出願番号】特願2010-504704(P2010-504704)
【国際特許分類】
   Ｃ０４Ｂ  35/10     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ０４Ｂ  35/10    　　　Ｚ

【誤訳訂正書】
【提出日】平成26年8月21日(2014.8.21)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】特許請求の範囲
【訂正対象項目名】全文
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＺｒＯ２を２４．０～２５．５質量％、Ｃｒ２Ｏ３を０．２６～０．３５質量％、Ｙ２

Ｏ３を０．５０～０．６質量％、ＳｒＯを０．７０～０．８５質量％、ＴｉＯ２を０～０
．５質量％およびＭｇＯを０～０．５質量％、ならびに合計して１００質量％までのＡｌ

２Ｏ３を含有していることを特徴とするセラミック原料混合物。
【請求項２】
　さらに適切な材料からなるウィスカおよび／または繊維または網状の構造体またはメッ
シュが添加されていることを特徴とする、請求項１記載のセラミック原料混合物。
【請求項３】
　４点曲げ強度が１０００ＭＰａ以上であり、
破壊靱性ＫＩＣが、５．５ＭＰａｍ０．５以上であり、
ワイブル係数が７以上であり、
硬度ＨＶ１０が、１７４０以上であり、かつ
密度ＥＤ２０００が、４．３６０ｇ／ｃｍ３以上であることを特徴とする、請求項１また
は２記載のセラミック原料混合物を焼結することにより得られた焼結成形体。
【請求項４】
　酸化ジルコニウムおよびアルミン酸ストロンチウムの成分が、酸化アルミニウムマトリ
クス中に混合されていることを特徴とする、請求項３記載の焼結成形体。
【請求項５】
　アルミン酸ストロンチウムがフレーク状の微結晶、プレートレットの形で存在している
ことを特徴とする、請求項３または４項記載の焼結成形体。
【請求項６】
　焼結成形体を製造するための請求項１または２記載のセラミック原料混合物の使用。
【請求項７】
　動荷重の際にエネルギーを吸収することができる部材を製造するための請求項１または
２記載のセラミック原料混合物の使用。
【請求項８】
　装甲板を製造するための請求項７記載のセラミック原料混合物の使用。
【請求項９】
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　対砲弾用板を製造するための請求項８記載のセラミック原料混合物の使用。
【誤訳訂正２】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００１３
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００１３】
　有利な材料組成とこれらの特性は以下に記載されている：
【表２】
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